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【特集】平成24年度当初予算

《表紙》
　３月で閉校する田烏小学
校で、卒業式が行われまし
た。最後の卒業生となる４
人は、12月にみずから作っ
た若狭和紙の卒業証書を校
長先生から手渡され、学び
やを巣立ちました。

（３月13日）



予
算
の
ポ
イ
ン
ト　

　

歳
入
は
、
固
定
資
産
の
評
価

替
え
な
ど
に
よ
る
市
税
の
減
少

が
見
込
ま
れ
ま
す
。歳
出
で
は
、

生
活
保
護
費
な
ど
の
社
会
保
障

経
費
を
は
じ
め
、
杉
田
玄
白
記

念
公
立
小
浜
病
院
組
合
、
若
狭

消
防
組
合
へ
の
負
担
金
が
ピ
ー

ク
を
迎
え
ま
す
。

　

今
後
も
厳
し
い
財
政
状
況
が

続
く
と
予
測
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
第
５
次
行
財
政
改
革
大
綱

や
中
期
財
政
計
画
に
よ
り
、
人

件
費
や
新
た
な
借
金
の
抑
制
を

着
実
に
実
行
す
る
と
と
も
に
、

事
業
評
価
に
基
づ
き
、
46
事
業

の
整
理
統
合
を
進
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
第
５
次
総
合
計
画
を

着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
市
民

協
働
を
念
頭
に
置
い
た
「
予
算

特
別
枠
」
を
設
け
て
、
防
災
・

観
光
・
産
業
・
人
づ
く
り
関
連

の
ソ
フ
ト
事
業
を
中
心
と
し
た

予
算
を
盛
り
込
む
な
ど
、
合
わ

せ
て
35
事
業
を
新
規
事
業
と
し

て
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　

市
民
生
活
の
安
心
・
安
全
の

確
保
に
向
け
た
取
り
組
み
で

は
、
防
災
行
政
無
線
の
整
備
、

市
内
各
所
に
避
難
施
設
な
ど
の
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一般会計　137億 9,253万円

　平成24年度　会計別当初予算
会計名 平成 24年度 平成 23年度 増減率
一般会計 137億 9,253 万円 138億 600万円 ▲ 0.1％
特別会計 88億 5,214 万円 88億 330万円 0.6％

内
訳

国民健康保険 30億 9,072 万円 31億 1,863 万円 ▲ 0.9％
後期高齢者医療 3億 5,072 万円 3億 5,359 万円 ▲ 0.8％
介護保険 29億 3,854 万円 28億 1,252 万円 4.5％
簡易水道 1億 1,657 万円 1億 739万円 8.5％
下水道 18億 6,015 万円 18億 8,331 万円 ▲ 1,2％
農業集落排水 4億 4,514 万円 4億 5,654 万円 ▲ 2.5％
漁業集落環境整備 5,029 万円 5,026 万円 0.1％
駐車場 0 2,103 万円 皆減
加斗財産区 2万円 3万円 ▲ 33.3％

企業会計（水道） 9億 8,178 万円 7億 4,245 万円 32.2％
合計 236億 2,645 万円 233億 5,176 万円 1.2％

ハ
ザ
ー
ド
情
報
を
掲
載
し
た
標

示
板
の
設
置
、
小
浜
中
学
校
北

館
改
築
事
業
な
ど
を
行
い
ま

す
。

　

市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
た
取
り
組
み
で
は
、
３
月

に
策
定
し
た
協
働
の
基
本
指

針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
周
知

を
は
じ
め
、
意
識
啓
発
、
人
材

育
成
、
環
境
づ
く
り
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
市
民
・
団
体
な
ど

の
市
政
へ
の
積
極
的
な
参
画
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

　

社
会
福
祉
の
充
実
に
向
け
た

取
り
組
み
で
は
、
子
育
て
中
の

親
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
子
ど

も
医
療
費
助
成
、
世
代
間
交
流

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の

社
会
参
加
を
通
じ
た
、
高
齢
者

の
生
き
が
い
・
健
康
づ
く
り
の

推
進
、
障
が
い
者
が
地
域
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
関
係

機
関
と
連
携
し
た
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
い
ま

す
。

　

今
後
も
、
市
民
の
皆
さ
ん
に

市
の
財
政
状
況
を
お
伝
え
し
な

が
ら
、『「
夢
、
無
限
大
」
感
動

お
ば
ま
』
の
実
現
に
向
け
た
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

平成24年度当初予算
　平成 24 年度の当初予算が決まりました。

　第 5 次総合計画の目指す将来像である『「夢、無限大」感動おばま』の実現

に向けて、オール小浜体制によるスピード感のある施策推進を図るため、市民

生活の安心・安全の確保、地域力を結集した協働のまちづくりの推進をはじめ、

さまざまな事業に積極的に取り組みます。

　将来に向けたまちづくりを着実に進めるため、限られた財源を効果的、重点

的に配分し、ソフト事業を中心にきめ細かく予算付けを行うなど、メリハリを

つけた内容としました。そして、持続可能な健全財政の確立のため、人件費の

削減や市債の抑制を行い、３年連続で財政調整基金（貯金）を取り崩すことな

く予算を編成しました。

　一般会計は、137 億 9,253 万円、前年度比 0.1％減と前年度とほぼ同規模、特

別会計は、88 億 5,214 万円で前年度比 0.6％増、企業会計（水道事業会計）は

9 億 8,178 万円で前年度比 32.2％増になりました。

■問い合わせ　財政課　☎内線３３２

税務事務、防災、戸籍事
務など

55,237 円
（前年度比 4,599 円増）

総務費

地方交付税
47 億 8,000 万円

（34.7%）

国庫支出金
12 億 1,813 万円

（8.8%）
県支出金
14 億 3,659 万円

（10.4%）

市債
8 億 2,553 万円

（6.0%）

分担金及び負担金
3 億 7,967 万円

（2.8%）

使用料及び手数料
3 億 4,419 万円

（2.5%）

繰入金
3,640 万円

（0.3%）

諸収入等
5 億 9,702 万円

（4.3%）

市税
36 億 3,101 万円

（26.3%）

総務費
17 億 4,467 万円

（12.6%）

民生費
39 億 1,700 万円

（28.4%）

衛生費
17 億 6,915 万円

（12.8%）

労働費
1 億 8,956 万円

（1.4%）

農林水産業費
7 億 3,507 万円

（5.3%）

商工費
5 億 4,141 万円

（3.9%）

土木費
11 億 9,647 万円

（8.7%）

消防費
5 億 9,258 万円

（4.3%）

教育費
11 億 1,285 万円

（8.1%）

公債費
17 億 8,731 万円

（13.0%）

市民 1 人当たりの予算

436,680 円

※人口は３月１日現在
31,585 人で計算

障がい者、高齢者、児童
の福祉など

124,015 円
（前年度比 1,282 円増）

民生費
環境保全、ごみ処理など

56,012 円
（前年度比 4,295 円増）

衛生費
農業、林業、水産業の振
興など

23,273 円
（前年度比 49 円減）

農林水産業費
商工業の振興、観光事業
など

17,141 円
（前年度比 73 円増）

商工費
道路、河川、公園の整備
や維持管理など

37,881 円
（前年度比 635 円増）

土木費
学校教育、社会教育、体
育施設の維持管理など

35,233 円
（前年度比 7,846 円減）

教育費
借金の返済

56,587 円
（前年度比 2,175 円減）

公債費

議会費
1 億 9,647 万円

（1.4%）

予備費
1,000 万円

（0.1%）

地方消費税交付金ほか
5 億 4,400 万円

（3.9%）

一
般
会
計
予
算
は
市
民

１
人
当
た
り
に
す
る
と

次
の
金
額
に
な
り
ま
す

歳出

※歳入と歳出は千の位を四捨五入しているため、合計額は総額と一致しません

＊特集　平成 24 年度当初予算

歳入

依存財源
（63.8%）

自主財源
（36.2%）

（前年度比 2,747 円増）



  市民協働のまちづくり
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防災行政無線の整備に
　　同報系デジタル防災行政無線を整備します

まちなかハザードマップの整備に
　　市内各所に海抜や避難施設などのハザード情報を

　　掲載した標示板を設置します

自主防災組織活動の支援に
　　自主防災組織が取り組む防災訓練などの活動経費

　　を助成します

災害ボランティア体制の整備に
　　災害ボランティアセンター連絡会を立ち上げ、災

　　害ボランティア活動の推進に取り組みます

小学校施設耐震化の推進に
　　小学校の耐震補強工事のための補強計画、実施設

　　計業務を行います

小浜中学校北館の改築工事に
　　小浜中学校の北館を改築します（最終年度）

内水ハザードマップの作成に
　　浸水予想区域や避難場所などの地図を作成します

「地域の夢」サポーター制度の導入に
　　地区に地域職員を配置し、行政との橋渡しを行い

　　ます

協働の推進に
　　協働の基本指針の周知や協働のまちづくりの情報

　　発信、課題解決型市民提案事業を実施します

夢づくりコミュニティ活動の支援に
　　各地区の「まちづくり委員会」の活動費を助成し

　　ます

夢づくり市民活動の支援に
　　ボランティア、市民活動団体の活動に消耗品など

　　を現物支給します

いいとこ小浜づくり活動の支援に
　　まちづくり活動団体の活動費を助成します

ふるさとづくりの支援に
　　公民館と地域住民との協働で地域資源や特色を生

　　かした取り組みを行います

市民協働の地域環境づくりに
　　PTA や地区の奉仕活動に原材料などを現物支給

　　します

「認定こども園」の改修に
　　平成 25年４月の「認定こども園」開園に向けて、

　　小浜第一保育園と小浜幼稚園を改修します

新今富公民館の建設に
　　新今富公民館の設計、測量、土地造成を行います

子宮頸ガン等ワクチン接種の促進に
　　子宮頸ガン予防ワクチンなど、３つのワクチン接

　　種費用を全額助成します

子どもの医療費助成に
　　中学校修了までの医療費を助成します（中学生は

　　市民税所得割非課税世帯に限ります）

高齢者の生きがい、健康づくりに
　　世代間交流などの社会参加を通じ、高齢者の生き

　　がい、健康づくりを推進します

障がい者の自立支援に
　　医療費助成など障がい福祉サービスを提供します

道路・橋の整備に
　　生活基盤安定のため、道路・橋を整備します

小中学校通学費の助成に
　　あいあいバスや JRを利用している児童・生徒に

　　通学費の一部を助成します

小中学校スクールバス運行に
　　公共交通機関が運行していない地区にスクールバ

　　スを運行します

  市民生活の安心・安全の確保１  

食育ガイドの作成に
　　食を通じた健康増進のためのわかりやすい指針と

　　して「元気食生活実践ガイド」を作成します

食育ツーリズム誘客促進に
　　「キッズ・キッチン」と収穫体験を組み合わせる

　　など、滞在型体験メニューをパッケージ化して中

　　京、京阪神にPR活動を展開します

健康で元気な土づくりの推進に
　　本市の風土に合った土づくりを研究します

食の教育の推進に
　　食に関する体験学習などを通じて、ふるさとを愛

　　し、誇りを持つ児童・生徒の育成に努めます

生涯食育の推進に
　　生涯食育事業を通じて人づくりを進めます

重伝建地区保存修理に
　　重要伝統的建造物群保存地区内の建造物などの修

　　理、修景の経費を助成します

文化遺産活用の推進に
　　文化遺産に関わる市民団体の支援や歴史的建造物

　　の調査などを行います

杉田玄白賞の実施に
　　杉田玄白にちなみ、「食と医療」などの研究取り

　　組みを表彰します

わが町わが村お宝再発見に
　　12 地区に調査員を委嘱し、地域の伝統行事や行

　　事食を調査します

女性落語全国大会の開催に
　　全国規模の女性落語家コンテストを開催します

重要遺跡の調査に
　　武田氏館跡の発掘調査を実施します

山川登美子記念館５周年記念に
　　山川登美子の生涯を描いた劇の制作・上演や、子

　　どもたちが伝統文化を学ぶ「伝統文化子ども教室」

　　の発表会などを開催します

主
な施策

観光魅力のアップに
　　まちのよさをアピールするイベントなどを開催

　　し、観光客の受け入れ態勢を充実します

観光食材の調査・活用に
　　小浜ならではの食材や料理を調査・活用し、新

　　たな観光資源としてメニュー化につなげます

大相撲若狭小浜場所の開催に
　　４月３、４日に大相撲若狭小浜場所を開催します

植物工場の誘致に
　　新たに誘致する植物工場の施設整備と経営推進に

　　係るソフト事業の経費を助成します

企業誘致適地調査に
　　企業誘致に適した民間遊休地や空き工場などを調

　　査し、その情報や市・県の優遇制度などを網羅し

　　た企業誘致のガイドブックを作成します

信用保証料の補給金に
　　小浜市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業

　　の信用保証料の一部を補給します

再生可能エネルギーの調査研究に
　　再生可能エネルギーの先進事例などを情報収集・

　　研究し、取り組みの可能性を探ります

地下水利用実態の調査に
　　上水道区域内の井戸の利用実態を調査します

環境エネルギー教育の支援に
　　教育機材の購入、講演などを通じ、環境エネルギー

　　について児童・生徒の理解を深めます

次世代自動車導入に
　　電気（EV）自動車を導入し、周知することで、

　　環境保全意識を高めます

予算の主な使い道を紹介します

赤文字は新規に取り組む事業です

２
主
な施策

  市民生活の向上３
主
な施策

  食育の推進４
主
な施策

  文化の継承５
主
な施策

  観光・産業の振興６
主
な施策

  環境保全の推進７
主
な施策

【改築中の小浜中学校北館】

【いいとこ小浜づくり活動
　　支援事業（化石採集）】

【立て替え予定の今富公民館】

【収穫体験（平成 23 年 10 月）】

【昨年市内で開催された
第４回ふくい女性落語大会】

【植物工場立地予定地（多田）】

【次世代電気自動車】

2 億 4,200 万円

220 万円

30 万円

5 万円

2,172 万円

5,395 万円

3,000 万円

15 万円

76 万円

500 万円

50 万円

200 万円

186 万円

750 万円

4,000 万円

8,968 万円

2,155 万円

6,503 万円

100 万円

5 億 4,509 万円

2 億 1,010 万円

596 万円

1,053 万円

166 万円

141 万円

86 万円

163 万円

144 万円

3,417 万円

233 万円

150 万円

296 万円

290 万円

207 万円

79 万円

85 万円

468 万円

300 万円

1 億 5,100 万円

50 万円

150 万円

56 万円

88 万円

110 万円

417 万円
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①社会環境の変化と市民ニーズの多様化・高度化

　少子高齢化、人口減少、地域コミュニティの希薄
化および産業・雇用環境などの社会環境が激変する
中で、自治体経営が厳しい状況に追い込まれ、また、
行政への市民のニーズが多様化・高度化しています。

②求められる「協働」のまちづくり

　行政だけのまちづくりには限界があり、また、市
民のまちづくりに対する関心が年々高まっているた
め、今後は、市民・団体・事業者・行政が協働の観
点に立って、それぞれの特性を活かして個性溢

あふ

れる
魅力あるまちづくりを実現することが求められてい
ます。

協働を行うときのルールは？（協働の原則）

対等の原則〜どちらも主役

　市民活動団体等と行政は、共通の地域課題を解決
するため、それぞれが上下関係でなく、対等の関係
を保つ必要があります。

自主・自立の原則〜良好な関係を保つために

　市民活動団体等と行政は、それぞれが自己決定、
自己責任のもとで活動する組織であることを踏まえ、
その自主性を妨げないようにするとともに、どちら
かに依存することなく、お互いに自立した関係を保
つ必要があります。

相互理解の原則〜お互いを知り、責任を持つ

　市民活動団体等と行政は、お互いの立場や特性の違
いを十分理解したうえで、それぞれの果たすべき役割
や責任分担等を明確にし、よりよい協働関係を構築す
る必要があります。

目的共有の原則〜めざすところは一緒

　市民活動団体等と行政は、何のために協働するのか
という目的を共有し、それぞれの活動目標を定め、そ
の達成に努める必要があります。

補完の原則〜足りない部分は助け合い

　市民活動団体等と行政は、それぞれが単独で事業を
行うよりも協働で行うことで、より効果的な事業実施
が可能となることから、それぞれの長所を活かし、足
りない部分を補いながら事業に取り組む必要がありま
す。

評価の原則〜次への第一歩

　市民活動団体等と行政は、お互いに理解し、効果的
な協働を推進するために、協働で行った事業の評価を
行う必要があります。

公開の原則〜開かれた関係

　市民活動団体等と行政は、お互いが持つ情報などを
積極的に公開し、透明性が高く、開かれた組織をつく
る必要があります。併せて、協働に関する情報を広く
市民に公開していく必要があります。

なぜ協働が必要なの？（協働の必要性と効果）

ポイ ン ト

行政
市民と

行政の協働

市民

（市民相互の協働）

行政 市民と行政の協働
市民

（市民相互の協働）

　世の中の社会情勢や人々のライフスタイルが変化
する中で、「公共サービスの担い手は行政だけでな
く、市民も担っていく」という新しい考え方。こ
れからの協働のまちづくりには欠かすことのでき
ないものになっています。

「新しい公共」とは…

 
新しい公共の拡充

③協働することで得られる効果
　市政やまちづくりへの関心が高まり、市民活動や
地域活動に参加・参画する機会が増えることで、ま
ちづくりに対する市民意識の向上や能力の発揮を通
じた住民主体のまちづくりが実現します。

なぜ協働って言われるようにな

ったんだろう…？

協働を進めていくには対話が

大切 !! そこで７つの協働の

ルールを決めたんだね

協働って何だろう？（協働の定義）

　　さあ、小浜市オーケストラの始まりです！

　協働のまちづくりは、みん
なで美しい音楽を奏でるオー
ケストラに似ています。
　市民の皆さんも行政も、「小
浜市オーケストラの一員」です。
　奏者には、いろいろな役割
があります。華やかな金管楽器を演奏する人、リズミ
カルな打楽器を演奏する人、優しく力強い木管楽器を
演奏する人など…
　一人ひとりがそれぞれの特性を最大限に発揮し、互
いに信頼しあい、協力して責任を果たすことによって、
美しいハーモニーが生まれ、素敵な音楽を奏でること
ができます。
　また、楽しく演奏しているところに聴衆も入り、ス
テージを一体感のあるものにし、感動を共に分かち合
うことが、まさに協働のまちづくりです。
　市民の皆さん一人ひとりが主役です。みんなが奏で
るハーモニーで、そして、一体感により小浜市を素敵
な音色で包みましょう。

ポ イ ン ト

　将来の夢に向かって、わたしたちの小浜を

よくするため、市民・団体・事業者・行政が

対等な立場で、互いに知恵や力を出し、責任

を共有しながら、協力して活動することです。

協働とは

「協働」は、実施すること自体が

目的ではなく、目的を達成するた

めの取組手段のひとつなんだよ

　
本
市
が
め
ざ
し
て
い
る
「
協

働
」
の
ま
ち
づ
く
り
を
積
極
的

に
進
め
る
た
め
、「
小
浜
市
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
基
本
指
針
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
指
針
は
、「
協
働
」
の

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た

め
の
基
本
的
な
考
え
方
や
方
向

性
を
明
ら
か
に
し
、
本
市
が
進

め
る
ま
ち
づ
く
り
の
「
道
標
」

に
な
る
も
の
で
す
。

　
今
後
は
、
市
民
・
団
体
・
事

業
者
・
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
認
識
し
、
お
互
い
が
対
等

な
立
場
で
理
解
し
、認
め
合
い
、

あ
ら
ゆ
る
情
報
を
共
有
し
な
が

ら
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
取
り

組
ん
で
い
く
「
オ
ー
ル
小
浜
体

制
」
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め

ざ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
市
民
協
働
課
☎
内
線
３
７
２

協働のまちづくりへのステップ
〜協働のまちづくり基本指針を策定〜

【これまで】

【これから】



広報おばま　平成 24.4❽❾ 広報おばま　平成 24.4

どういうものが協働なの？（協働の範囲・形態）

行政

同等

協力・参加協力

市民

行政

行政

市民

市民

行政主導市民主導

①

主に市民の
責任と主体
性により行
われるべき
領域

【市民主体】

②

市民の主体
性のもと行
政の協力に
よって行わ
れるべき領
域

【市民主導】

③

市民と行政
がそれぞれ
の主体性の
もと協力し
て行われる
べき領域

【同等】

④

行政の主体
性のもと市
民の協力を
得ながら行
われるべき
領域

【行政主導】

⑤

主に行政の
責任と主体
性により行
われるべき
領域

【行政主体】

行政の範囲

出典：山岡義典氏「時代が動くときー社会の変革とＮＰＯの可能性」ー（ぎょうせい）を一部加工

市民の範囲

■協働の範囲

■協働の形態

①事業委託
　行政が主体的に行う領域において、市民活動団体
等の特性を活かすことで、より効果的な実施が可能
であると認められる場合に、市民活動団体等に事業
の実施を委託する。

②補助
　市民活動団体等が主体的に行う領域において、公
益上必要であると認められる場合に、行政が財政的
支援を行う。

③物的支援
　公益性の高い活動を行う市民活動団体等に対し、
空き施設を提供したり、活動に必要な物品や用具等
を支援する。

④実行委員会等
　市民活動団体等や行政など、その事業実施の責任
を担うものが新たな主催団体を組織し、事業の企画、
立案、運営などを行う。

⑤共催
　市民活動団体等と行政が共に主催者となって事業
を行う。

⑥事業協力
　市民活動団体等と行政が協力して、一定期間、継
続的に事業を実施する。

⑦後援
　市民活動団体等が行う事業に対して、行政が名義
後援など、財政的支援以外の支援を行う。

⑧政策提言・企画立案
　市民活動団体等と行政が、政策立案や事業企画を
行うにあたって、お互いの提言や意見などを取り入
れる。

⑨情報提供・情報交換
　市民活動団体等と行政が、それぞれ持っている情
報の公開や提供、意見交換などを通じて、情報を交
換する。また、同じ思いの市民活動団体同士の情報
交換を行政が支援をする。

意識改革と人材育成

市民

　「自分たちのまちは自分たちでつくる」という意識
の醸成をさらに進めるため、暮らしているまちをどう
したらもっと住みやすくなるのか、それに向かって自
分たちは何ができるのか行政といっしょに考えます。
　また、市民一人ひとりの力がまちを動かしていく
ことを意識し、積極的にまちづくり活動に参画します。
行政

　人材の発掘や育成を図るため、市民活動団体等との
交流や共通課題の解決に向けた研修などを行います。
　また、市民、職員への協働の意識啓発を図るため、
協働のまちづくりの周知や研修会を実施します。

推進体制の整備・充実

行政

　協働の具体的施策を進めるため、協働事業を行う
ための相談・窓口を充実させるとともに、関係部局
との連携を図ります。
　また、地域との密接な連携を深めるために、地域
との連絡・調整など、行政と地域をつなぐ制度を整
備します。

情報提供・情報共有

市民

　積極的に活動目的や内容、団体に関する情報を発
信するとともに、得た情報を有効に活用します。
　また、市民活動団体等の相互の連携を図るため、
情報や意見の交換の場を設定します。
行政

　市民活動団体等と行政がそれぞれ持っているまち
づくりや協働に関する情報を提供、共有するため、
市政広報、市公式ホームページなどさまざまな広報
媒体を活用します。
　また、市民活動団体同士の情報交換を支援するた
め、意見交換会の開催や小浜版地域ＳＮＳ（愛称
「OBAMAなう！」）の充実に努めます。

協働事業の評価と基本指針の見直し

行政

　協働のまちづくり市民会議において、協働事業の
検証、評価および改善等に努めるとともに、基本指
針の見直しを行います。

協働を推進するための環境づくり

①協働のネットワークづくり

市民

　成熟した市民活動団体等は、積極的に公益活動や
まちづくり活動に取り組み、専門性を活かして、市
の業務の一部を担います。
行政

　市民活動団体等の活動促進を図るため、NPO法人
や成熟した市民活動団体等に対し、高い効果が期待
できる事業の委託を進めます。

②地域協働型まちづくりの推進

市民

　区長会、老人クラブ、婦人会、青壮年会など、さ
まざまな団体等で構成される地縁型の組織は、地域に
おける課題の解決などに向けて主体的に行動します。
　また、専門的なアドバイスやノウハウの習得が必
要なときは、より暮らしの現場に近く、専門性を持っ
て活動する目的型の市民活動団体等と連携します。
行政

　地域ごとの特性や地域住民の意向を尊重しながら、
地域の夢づくりや地域課題の解決等に必要な支援を
行います。
　また、必要な人材、情報、ネットワーク、財源等
の地域資源を地域社会で確保する仕組みづくりを考え
ます。

協働のまちづくり市民会議とは…
　

　地域力を結集した協働のまちづくりを推進するに
あたり、市民・団体・事業者・行政の協働のあり方
や進め方などの調査、検討を行う組織です。また、
協働のまちづくりを進めるための施策を検討し、今
後、進捗状況の検証、評価および改善等を行います。

ポ イ ン ト

▶夢づくりコミュニティ支援事業
　【市民主導 +補助】

市民と行政の協働の関わりは３つ

のパターンにわかれるんだね

協働の形態はこんなに

あるんだね

◀すみずみ子育てサポート事業
　【行政主導 +事業委託】

協働のまちづくりを進めるた

めに、次のような取り組みを

行っていくんだね

市民 行政…市民活動団体等の取組み …行政の取組み

これからどのように取り組んでいくの？（協働の推進）

※

協働

■主な取り組み

市民と行政がそれぞれの主体
性のもと協力して行う事業

行政の主体性のもと市民の
協力を得ながら行う事業

市民の主体性のもと行政
の協力によって行う事業
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　市では、高齢者への福祉サービスの推進や介護
保険制度の円滑な実施・運営のため、「小浜市老
人福祉計画および第５期介護保険事業計画」を策
定しました。
　高齢者の実態を調査した「小浜市日常生活圏域
高齢者ニーズ調査」の結果を交えて、計画の概要
や介護保険料についてお知らせします。

■問い合わせ　健康長寿課☎内線 163

ニ
ー
ズ
調
査

　

平
成
23
年
２
月
、
市
内
の
65

歳
以
上
１
０
０
０
人
を
対
象

に
、「
小
浜
市
日
常
生
活
圏
域

高
齢
者
ニ
ー
ズ
調
査
」
を
行
い

ま
し
た
（
回
答
は
８
５
７
人
）。

　

こ
の
調
査
は
、
高
齢
者
の
生

活
状
況
や
健
康
、
介
護
保
険
な

ど
に
つ
い
て
、
実
態
や
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
、「
小
浜
市
老
人
福

祉
計
画
お
よ
び
第
５
期
介
護
保

険
事
業
計
画
」
の
基
礎
資
料
と

し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
調
査
結

果
の
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
生
活
状
況
に
つ
い
て

　
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
手
助

け
し
て
ほ
し
い
か
」
に
つ
い
て

の
質
問
で
は
、「
必
要
な
い
」

が
31
％
と
最
も
多
い
の
で
す

が
、
そ
の
次
に
「
買
い
物
や
医

者
に
行
く
た
め
の
送
迎
」や「
相

談
、
話
し
相
手
」
が
高
く
な
っ

て
い
ま
す
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
た
、
日
常

の
生
活
を
支
援
す
る
体
制
を
整

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

◆
社
会
参
加
に
つ
い
て

　

高
齢
者
の
地
域
参
加
に
つ
い

て
の
質
問
で
は
、「
参
加
し
て

い
な
い
」
が
36
％
と
最
も
多
く

な
っ
て
お
り
、
年
齢
が
上
が
る

に
つ
れ
て
、
そ
の
割
合
は
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
っ

て
過
ご
せ
る
よ
う
、
交
流
や
健

康
づ
く
り
の
場
づ
く
り
や
介
護

予
防
事
業
の
充
実
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
◆
介
護
保
険
に
つ
い
て

　

介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
っ

た
場
合
、半
数
以
上
の
人
が「
家

族
の
負
担
が
大
き
く
な
る
こ

と
」を
不
安
に
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

際
に
希
望
す
る
介
護
の
形
態
と

し
て
は
、「
家
族
中
心
の
介
護

や
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を

利
用
し
た
自
宅
で
の
生
活
」
な

ど
、
在
宅
介
護
を
希
望
す
る
人

が
増
え
て
い
る
た
め
、
在
宅
介

護
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
必

要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

計
画
を
策
定

　

市
で
は
、
平
成
21
年
３
月

に
「
小
浜
市
老
人
福
祉
計
画
お

よ
び
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計

画
（
小
浜
市
新
こ
す
も
す
プ
ラ

ン
２
０
１
１
）」
を
策
定
し
て
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
や
介
護

保
険
制
度
の
円
滑
な
運
営
な
ど

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
法
と
老
人
福
祉
法

の
規
定
に
よ
り
、
３
年
ご
と
に

計
画
の
見
直
し
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
24

年
度
か
ら
の
３
年
間
の
高
齢
者

福
祉
施
策
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
見
込
み
量
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
「
小
浜
市
老
人
福
祉
計
画

お
よ
び
第
５
期
介
護
保
険
事
業

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

基
本
理
念
を
前
計
画
と
同
様

に
「
地
域
の
仲
間
と
築
く
生
き

が
い
あ
ふ
れ
る
安
心
の
ま
ち
づ

く
り
」
と
し
、
地
域
住
民
と
行

政
の
協
働
に
よ
る
福
祉
社
会
の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
積

極
的
に
推
進
し
ま
す
。

地
域
の
仲
間
と
築
く
生
き
が
い
あ
ふ
れ
る
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

第
５
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定0 10 20 30 40 50 60 70

家族の負担が大
きくなること

配偶者の負担が
大きくなること

生活費や年金な
ど経済的なこと

施設や病院など
のこと

介護サービスの
利用方法

世話をしてくれ
る人がいない

住む場所や家の
こと

その他

特にない

無回答

　４年前から月２回、健康管理センター
の健康教室に参加していますが、とに
かく、動くことが大好きで、毎日のウ

オーキングや週２回の卓球などもしているのです
よ。そのおかげで、この年になっても元気でいら
れますし、現在でもほとんどのことは一人ででき
ますね。
　運動だけでなく、地区の老人会などにも積極的
に参加しています。人間、「することがない、行く
ところがない」になると、生きがいがなくなって
しまいますからね。これからも、喜んで参加して
いきたいですね。

介護が必要な状
態になった場合
を考えると特に
不安に思うこと
は？（３つまで）

質問

日
常
生
活
圏
域
高
齢
者
ニ
ー
ズ
調
査

社会参加を心掛けています

内
ないとう

藤　定
て い じ

治 さん　（中村・87 歳）

栄養バランスを考えた料理教室

（%） （%）

健康教室の様子（健康管理センター）

0 10 20 30 40介護の必要な
状態になった
らどのような
介護を希望す
るか？

質問

14.4%

29.8%

20.7%

15.8%

10.3%

7.9%

家族中心に介護され、
自宅で生活

家族の介護と介護保
険などのサービスを
利用しながら自宅で
生活

介護保険などの
サービスを利用
して自宅で生活

介護施設や病院

その他

わからない

無回答

0 10 20 30 40

健康づくりへの
支援

生きがいづくり
への支援

地域の人の見守
りや助け合い

災害時の助け合
い体制の充実

社会参加できる
地域の場の提供

経験を生かせる
ような場の提供

外出への支援

情報提供、相談
窓口の充実

就労の機会

その他

無回答

高齢者が社会参
加しやすくなる
ために、地域で
はどんな取り組
みが必要か？

質問
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小
浜
市
の
現
状

　

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者

の
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る

仕
組
み
と
し
て
、
平
成
12
年
４

月
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ

の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
介
護
サ
ー

ビ
ス
が
生
ま
れ
、
要
介
護
者
の

身
体
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
、
高
齢
期
を
支
え
る
基

礎
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て

定
着
し
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
23
年
度
の
介
護
保
険
給

付
費
と
予
防
給
付
費
の
合
計
額

は
、
25
億
４
９
０
０
万
円
（
見

込
み
）
と
同
22
年
度
と
比
べ
る

と
、
９
８
０
０
万
円
程
度
の
増

加
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

高
齢
化
が
進
む
中
、
要
介
護

認
定
者
が
増
加
し
、
こ
れ
に
伴

い
、
給
付
費
も
増
加
し
て
い
ま

す
。

　

給
付
費
が
増
加
し
て
い
く
中

で
、
制
度
を
持
続
す
る
た
め
に

は
、
介
護
予
防
の
取
り
組
み
や

介
護
認
定
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の

適
正
化
な
ど
、
介
護
保
険
事
業

の
安
定
的
な
運
営
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

平成 24〜 26 年度介護保険料

基
本
方
針

　

次
の
３
つ
の
基
本
方
針
に
基

づ
き
、
今
後
３
年
間
の
介
護
保

険
事
業
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

【
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
仕
組
み

づ
く
り
】　

　

地
域
包
括
ケ
ア
の
よ
り
一
層

の
充
実
を
目
指
し
、
高
齢
者
が

自
立
し
て
地
域
で
生
活
を
営
め

る
よ
う
、
医
療
・
介
護
・
予
防
・

住
ま
い
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

・
主
な
取
り
組
み
＝
認
知
ケ
ア

の
推
進
、
成
年
後
見
人
制
度
の

利
用
促
進
な
ど

【
元
気
で
活
躍
で
き
る
生
き
が

い
に
あ
ふ
れ
た
地
域
づ
く
り
】

　

さ
ま
ざ
ま
な
学
習
・
文
化
・

芸
術
・
地
域
活
動
な
ど
の
機
会

を
確
保
し
、
社
会
参
加
し
や
す

い
環
境
整
備
を
進
め
、
高
齢
者

の
生
き
が
い
づ
く
り
を
支
援
し

ま
す
。

・
主
な
取
り
組
み
＝
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
促
進
な

ど

【
自
立
し
、
尊
厳
を
持
っ
て
住

み
続
け
ら
れ
る
社
会
の
実
現
】

　

高
齢
者
が
介
護
を
必
要
と
す

る
状
態
に
な
っ
た
場
合
で
も
、

尊
厳
を
保
ち
、
個
人
の
意
思
が

尊
重
さ
れ
た
暮
ら
し
が
で
き
る

よ
う
、
相
談
体
制
や
権
利
擁
護

体
制
の
整
備
な
ど
高
齢
者
の
権

利
擁
護
を
推
進
し
ま
す
。

・
主
な
取
り
組
み
＝
在
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な
ど

進
む
高
齢
化
社
会

　

日
本
で
は
、
世
界
的
に
例
を

み
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が

進
ん
で
お
り
、
４
人
に
１
人
が

65
歳
以
上
と
な
る
「
超
高
齢
社

会
」
の
到
来
が
目
前
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

本
市
で
も
、
65
歳
以
上
の
高

齢
者
人
口
は
、
団
塊
の
世
代
が

65
歳
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
平

成
25
年
度
以
降
、
急
速
に
増

加
し
ま
す
。
平
成
26
年
に
は
、

８
８
０
０
人
を
超
え
、
総
人

口
に
占
め
る
割
合
は
28
・
８
％

と
推
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

３
・
５
人
に
１
人
が
高
齢
者
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

総人口 32,148 人 32,006 人 31,642 人 31,433 人 31,122 人 30,807 人

高齢化率 27.1％ 27.1％ 27.0％ 27.2％ 27.9％ 28.8％

第１号被保険者数 8,726 人 8,685 人 8,550 人 8,549 人 8,697 人 8,877 人

要介護、要支援認定者 1,574 人 1,582 人 1,623 人 1,643 人 1,674 人 1,708 人

認定率 18.0％ 18.2％ 19.0％ 19.2％ 19.2％ 19.2％

◆人口、被保険者数、認定者などの推移

対象 平成 24 〜 26 年度 平成 21 〜 23 年度（参考）

課税状況
本人の課税年金
収入額・合計所
得金額の合計額

新段階
保険料

月額（円）
保険料

年額（円）

基準額に
対する
割合

旧段階
保険料

月額（円）
保険料

年額（円）

生活保護受給者 ー
1段階 2,600 31,200 0.50 旧１段階 2,400 28,800

　

老齢福祉
年金受給者 ー

80万円以下 2段階 2,600 31,200 0.50 旧２段階 2,400 28,800

80 万円超
120万円以下

3段階
（３ー１）

3,640 43,680 0.70

旧３段階 3,600 43,200

120 万円超
3段階

（３ー２）
3,900 46,800 0.75

世帯に市民税
課税者がいるが
本人は非課税

80万円以下
4段階

（４ー１）
4,730 56,760 0.91 旧４段階 4,360 52,320

80 万円超
〈基準額〉
4段階

（４ー２）
5,200 62,400 1.00 旧５段階 4,800 57,600

本人が
市民税課税

合計所得金額
125 万円未満 ５段階 6,030 72,360 1.16 旧６段階 5,560 66,720

合計所得金額
125 万円以上
190万円未満

6段階 6,500 78,000 1.25 旧７段階 6,000 72,000

合計所得金額
190 万円以上
300万円未満

7段階 7,800 93,600 1.50
旧８段階 7,200 86,400

合計所得金額
300 万円以上
500万円未満

８段階 9,100 109,200 1.75

旧９段階 8,400 100,800

合計所得金額
500 万円以上
800万円未満

９段階 10,400 124,800 2.00

合計所得金額
800 万円以上
1,000 万円未満

10段階 11,700 140,400 2.25

合計所得金額
1,000 万円以上 11段階 13,000 156,000 2.50

介
護
保
険
料
を
改
定

　

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
）
の
保
険
料
額
は
、
市
で

定
め
て
い
ま
す
。
平
成
24
年
度

か
ら
同
26
年
度
ま
で
の
保
険
料

額
は
、
３
年
間
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
量
を
見
込
み
、
基
準
額
を

４
８
０
０
円
か
ら
５
２
０
０
円

に
改
定
し
ま
し
た
。

　

保
険
料
額
の
増
加
は
、
国

の
制
度
改
正
で
第
１
号
被
保

険
者
の
負
担
割
合
が
20
％
か
ら

21
％
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
や

１
・
２
％
増
の
介
護
報
酬
の
改

定
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
増
加

な
ど
が
要
因
で
す
。

　

今
回
の
改
定
で
、
被
保
険
者

の
負
担
能
力
に
応
じ
た
き
め
細

い
保
険
料
負
担
段
階
を
設
定
す

る
た
め
、
負
担
段
階
を
９
段
階

か
ら
13
段
階
に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
見
直
し
で
、
低
所
得
者

の
負
担
増
に
配
慮
す
る
一
方

で
、
高
所
得
者
の
保
険
料
の
負

担
割
合
を
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

高
齢
者
の
介
護
を
社
会
全
体

で
支
え
合
う
と
い
う
制
度
の
趣

旨
と
介
護
保
険
の
健
全
な
運
営

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

世帯全員が
市民税非課税

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

介護給付費＋予防給付費 25億 4,900 万円 26億 1,100 万円 26億 4,400 万円 26億 7,300 万円

居宅サービス費 14億 7,900 万円 15億 500 万円 15億 3,800 万円 15億 6,700 万円

施設サービス費 10億 7,000 万円 11億 600 万円 11億 600 万円 11億 600 万円

居宅系サービス利用者数 1,002 人 1,021 人 1,037 人 1,055 人

施設・居宅系サービス利用者数 412人 437 人 437 人 438 人

◆給付費・利用者数の見込み
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明治

７ 田烏区の永源寺、法楽
寺を仮校舎として開校

26 校舎を改築し、培養小学校と改称

35 第三内外海尋常小学校と改称

39 田烏尋常小学校と改称

大正 15 田烏尋常高等小学校と改称

昭和

16 内外海村立田烏国民学校と改称

22

内外海村立田烏小学校
と改称し、内外海村立
田烏中学校分教場を小
学校に併設

26

小浜市立田烏小学校と
改称し、小浜中学校田
烏分校を併設。新校舎
完成（２代目）

46 小浜中学校田烏分校は本校に統合

55 現在の校舎完成

平成

22 内外海小学校との統合に合意

24 内外海小学校と統合し、閉校

〜田烏小学校の歴史〜

田
烏
小
学
校　

校
歌

一　

歌
書
に
も
著
き　

沖
の
石

　
　

古
き
文
化
の
恵
み
受
け

　
　

未
来
へ
磨
く　

智
と
心

　
　

学
ぶ
わ
れ
ら
の　

　
　

わ
れ
ら
の
田
烏
校

二　

山
の
青
さ
よ
潮
の
香
よ

　
　

ひ
び
く
船
音
高
ら
か
に

　
　

競
い
て
鍛
え
ん　

こ
の
身
体

　
　

鍛
え
る
わ
れ
ら
の

　
　

わ
れ
ら
の
田
烏
校

三　

若
狭
の
海
を
池
と
し
て

　
　

久
須
夜
の
岳
を
築
山
に

　
　

七
つ
の
海
へ
湧
く
大
志

　
　

伸
び
ゆ
く
わ
れ
ら
の

　
　

わ
れ
ら
の
田
烏
校

１
３
８
年
間
の
歴
史
に
幕

「
田
烏
小
学
校
」

る
特
性
を
生
か
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
校
外
活
動
を
授
業
に
取
り
入

れ
て
き
ま
し
た
。
若
狭
湾
で
の

遠
泳
大
会
や
、
海
岸
線
を
カ

ヌ
ー
で
巡
る
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
体

験
な
ど
自
然
あ
ふ
れ
る
体
験
授

業
の
ほ
か
、
区
内
の
高
齢
者
の

家
を
訪
問
し
た
り
、
区
内
の
名

人
か
ら
サ
バ
の
な
れ
ず
し
作
り

を
教
わ
り
、
奈
良
市
で
Ｐ
Ｒ
す

る
な
ど
地
域
に
密
着
し
た
教
育

も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

同
校
は
、
教
育
の
場
、
地
域

住
民
と
の
交
流
の
場
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し

た
が
、
少
子
化
な
ど
社
会
情
勢

の
影
響
で
、
内
外
海
小
学
校
と

の
統
合
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
平
成
24
年
３
月
で

１
３
８
年
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ

す
こ
と
に
な
り
、
３
月
18
日
に

閉
校
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

二
条
院
讃
岐
姫
の
詠
っ
た

「
沖
の
石
」
を
含
む
若
狭
湾
や
、

周
囲
が
山
々
に
囲
ま
れ
た
田
烏

区
。
豊
か
な
自
然
の
中
に
「
田

烏
小
学
校
」
が
あ
り
ま
す
。

　

同
校
は
、
明
治
７
年
に
区
内

に
あ
る
永
源
寺
、
法
楽
寺
を
仮

校
舎
と
し
て
開
校
し
た
の
が
始

ま
り
で
、
培
養
小
学
校
や
第
三

内
外
海
尋
常
小
学
校
な
ど
と
改

称
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

昭
和
26
年
に
小
浜
市
が
誕
生

し
た
と
き
、
名
称
を
「
小
浜
市

立
田
烏
小
学
校
」
と
し
て
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

同
校
は
、
田
烏
区
の
み
を
校

区
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
全

校
児
童
数
は
15
人
。
漁
業
や
民

宿
業
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
に
は

１
０
０
人
を
超
え
て
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
は
20

人
前
後
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

　

同
校
で
は
、
小
規
模
校
で
あ

児童にインタビュー
（３月８日取材）

清
し み ず

水　三
み な

奈さん
　　（６年生）

　田烏小学校が閉校す
るのはさみしいですが、
６年間通った思い出が
いっぱい詰まったこの小学校の卒業生
になれることはうれしいです。
　５年生以下は４月から内外海小学校
に行きますが、田烏で学んだことをい
つまでも忘れずに、新しい小学校でも
頑張ってほしいです。

髙
たかとり

鳥　秀
しゅうた

太さん
　　（５年生）

　４月から新しい小学
校の生活は、大人数に
なって慣れないことも

たくさんあると思います。僕たち５年
生が下級生をしっかり引っ張っていき
たいです。
　田烏小学校の卒業生になることはで
きませんでしたが、田烏で体験したこ
となどを胸に秘め、頑張っていきたい
です。
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と　き ところ 時　間

４／18
（水）

東勢ふれあい会館 9時 00分〜 9時 10分
旧駐在所（荒木） 9時 20分〜 9時 35分
ＪＡ若狭加斗支店 9時 40分〜 9時 50分
谷田部住民センター 10時 10分〜 10時 25分
口名田公民館 10時 35分〜 10時 50分
五十谷住民センター（上中井）11時 00分〜 11時 10分
西相生集落センター 11時 20分〜 11時 30分
東相生生活改善センター 11時 40分〜 11時 50分
中名田児童館 13時 00分〜 13時 15分
中名田公民館 13時 25分〜 13時 40分
上田ふれあい会館 13時 50分〜 14時 00分
小屋集落センター 14時 10分〜 14時 20分
野代ふれあい会館 14時 45分〜 15時 00分
今富公民館 15時 10分〜 15時 50分
多田集落センター 16時 00分〜 16時 20分

４／24
（火）

旧箸工業組合（福谷） 9時 00分〜 9時 20分
西津公民館 9時 30分〜 10時 00分
水取センター 10時 10分〜 10時 30分
交流ターミナルセンター 10時 40分〜 11時 00分
中央公民館 11時 10分〜 11時 40分
本境寺駐車場（小浜竜田） 13時 00分〜 13時 10分
若狭ふれあいセンター 13時 20分〜 13時 50分
青井第一公園 14時 00分〜 14時 10分

動
物
は
人
と
同
じ
「
命
」
を
持
っ
て

い
ま
す

　

動
物
を
捨
て
る
こ
と
、
エ
サ
を
や
ら
な

い
、
散
歩
を
し
な
い
、
う
ん
ち
な
ど
の
始

末
を
し
な
い
、
病
気
の
動
物
を
病
院
に
連

れ
て
行
か
な
い
な
ど
の
不
適
切
な
飼
育
、

動
物
を
み
だ
り
に
傷
つ
け
る
な
ど
の
行
為

は
全
て
犯
罪
で
す
。「
命
あ
る
も
の
」
に

対
し
、
責
任
を
持
っ
た
行
動
を
お
願
い
し

ま
す

〜狂犬病の予防注射〜

と　き ところ 時　間

４／26
（木）

丸山ふれあい会館 9時 00分〜 9時 10分
奈胡公会堂 9時 20分〜 9時 30分
羽賀ふれあい会館 9時 40分〜 9時 50分
熊野ふれあい会館 10時 00分〜 10時 10分
次吉集会所 10時 20分〜 10時 30分
慶林寺（栗田） 10時 40分〜 10時 50分
高塚集落センター 11時 00分〜 11時 10分
太良庄公会堂 11時 10分〜 11時 20分
漁協田烏支所 13時 30分〜 13時 50分
福寿寺（矢代） 14時 05分〜 14時 10分
蓮性寺（阿納） 14時 20分〜 14時 25分
常福寺（西小川） 14時 40分〜 14時 50分
堅海公会堂 15時 05分〜 15時 20分
内外海児童センター 15時 40分〜 16時 00分

４／27
（金）

本保生活改善センター 9時 00分〜 9時 10分
大谷ふれあい会館 9時 20分〜 9時 30分
新保ふれあい会館 9時 40分〜 9時 50分
小北集落センター（加茂）10時 00分〜 10時 10分
新平野駅 10時 20分〜 10時 30分
松永公民館 10時 40分〜 11時 00分
門前バス停 11時 10分〜 11時 20分
遠敷児童センター 13時 00分〜 13時 30分
遠敷公民館 13時 40分〜 13時 50分
金屋公会堂 14時 00分〜 14時 10分
神宮寺仁王門 14時 20分〜 14時 30分
長瀬バス停（下根来） 14時 40分〜 14時 45分

５／10
（木）
【予備日】

旧駐在所（荒木） 9時 00分〜 9時 10分
口名田公民館 9時 25分〜 9時 35分
今富公民館 9時 50分〜 10時 00分
遠敷公民館 10時 15分〜 10時 25分
松永公民館 10時 35分〜 10時 45分
宮川公民館 11時 00分〜 11時 10分
丸山ふれあい会館 13時 00分〜 13時 10分
西津公民館 13時 20分〜 13時 30分
若狭ふれあいセンター 13時 40分〜 13時 50分
中央公民館 14時 00分〜 14時 10分

　近年、犬や猫などのペットを飼う人が増えていますが、ふんの放置や
放し飼い、騒音など、ペットをめぐる問題も多く発生しています。
　動物を飼うときは、その習性をよく理解し、他人に不快な思いをさせ
ないよう、家族の一員として最後まで面倒を見ましょう。
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マ
ナ
ー
を
守
っ
て
ペ
ッ
ト
の
飼
育
を

ペ
ッ
ト
を
飼
う
と
き
は
…不

幸
な
命
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い

た
め
に

　

福
井
県
で
は
、
毎
年
千
匹
以
上
の
犬
猫

が
殺
処
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
県
で

は
、
殺
処
分
を
減
ら
す
た
め
に
新
し
い
飼

い
主
を
捜
す
取
り
組
み（
譲
渡
会
）を
行
っ

て
い
ま
す
。殺
処
分
を
減
ら
す
た
め
に
は
、

譲
渡
会
の
実
施
だ
け
で
な
く
、
健
康
福
祉

セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
で
の
引
き
取
り
数

を
減
ら
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

飼
い
主
の
い
な
い
猫
は
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
？

　

飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
単
に
排
除
す
る

（
保
健
所
な
ど
に
引
き
取
り
を
求
め
る
）

の
で
は
な
く
、
地
域
住
民
と
の
共
生
を
め

ざ
す
取
り
組
み
な
ど
が
大
切
で
す
。
個
人

や
行
政
の
み
の
活
動
で
は
、
そ
の
よ
う
な

猫
を
減
ら
す
こ
と
は
難
し
く
、
地
域
全
体

で
話
し
合
う
な
ど
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
が
必
要
で
す
。

【
相
談
窓
口
】

▼
福
井
県
医
薬
食
品
・
衛
生
課

　

☎
０
７
７
６
・
20
・
０
３
５
４

▼
若
狭
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）

　

☎
52
・
１
３
０
０

▼
市
役
所
環
境
衛
生
課

　

☎
内
線
１
４
４

猫
の
た
め
に
で
き
る
こ
と

　

ケ
ン
カ
に
よ
る
傷
、
病
気
、
迷
子
や
交

通
事
故
な
ど
を
防
ぐ
た
め
、
飼
い
猫
は
家

の
中
で
飼
育
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
病
気

な
ど
の
予
防
や
、
不
幸
な
命
を
生
み
だ
さ

な
い
た
め
に
、
メ
ス
は
避
妊
手
術
、
オ
ス

は
去
勢
手
術
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

犬
は
、
つ
な
い
で
飼
う
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
（
福
井
県
動
物
の
愛
護

お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
、
家
庭
動
物

等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
）。

放
し
飼
い
や
綱
を
つ
け
な
い
で
散
歩
す
る

行
為
は
、
他
人
に
不
快
感
や
恐
怖
感
を
与

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

犬
は
、必
ず
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

飼
い
犬
に
は
狂
犬
病
予
防
注
射
を

　

狂
犬
病
の
予
防
注
射
は
、
狂
犬
病
予
防

法
に
基
づ
き
、
年
１
回
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
飼
い
主
は
必
ず
受
け
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。（
日
程
は
次
表
の
と
お
り
）

【
対
象
】
生
後
91
日
以
上
の
犬
（
室
内
犬
、

老
犬
も
含
む
）

【
料
金
】
２
３
５
０
円
（
新
規
の
場
合
は

別
途
３
千
円
必
要
で
す
）

【
持
参
品
】
印
鑑
・
料
金
・
送
付
す
る
は

が
き

※
注
射
は
動
物
病
院
で
も
受
け
ら
れ
ま
す


